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10月八戸市教育委員会定例会に付議すべき事件 

 

議案第32号 八戸市立小学校及び中学校の管理に関する規則の一部を改正する規則の制定に 

ついて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

議案第 33号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について ・・・・ 5 



議案第32号 

 

   八戸市立小学校及び中学校の管理に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

 八戸市立小学校及び中学校の管理に関する規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定す

る。 

 

  令和５年10月25日提出 

 

                    八戸市教育委員会 

                     教育長  齋 藤  信 哉 

 

 

理 由 

  八戸市立小学校及び中学校の夏季休業日を変更するためのものである。 
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八戸市教育委員会規則第 号 

 

   八戸市立小学校及び中学校の管理に関する規則の一部を改正する規則 

 

 八戸市立小学校及び中学校の管理に関する規則（昭和39年八戸市教育委員会規則第３号）の

一部を次のように改正する。 

第３条第１項第４号中「７月22日から８月23日」を「７月27日から８月28日」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第33号 

 

   教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について 

 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について、次のとおり提出す

る。 

 

 令和５年10月25日 提出 

 

八戸市教育委員会 

                     教育長  齋 藤  信 哉 

 

 

  教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書  別冊 

 

理 由 

  教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書を定めるためのものである。 
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